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共済 太郎

キョウサイ タロウ

本人 123 456 7890

〇 〇

共済 太郎

共済 花子

キヨウサイ タロウ

キヨウサイ ハナコ

１９５８年 １月 １日

配偶者

１９６０年 ３月 ３日

８ ５ ７ １１ ５ １

東京都渋谷区代々木2－12－10

トウキョウト シブヤク ヨヨギ 2－12－10

〇〇〇〇 △△△△ 〇〇〇 新宿

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７〇

共済太郎

キョウサイ タロウ

共済金の振込口座欄は必ずご記入ください。

『請求印』の押印を必ずお願いします。

「印鑑登録証明書」の提出が必要になる請求の場合は印鑑

登録証明書の印鑑（実印）を押印してください。

親権者・後見人等の代理人がご請求される場合は、代理人

の印鑑を押印してください。

共済金受取人は契約者となりますが、

被共済者である契約者が死亡され

「死亡共済金」を請求される場合は、

規約で定められた順位順序の方とな

ります。

なお、受取人指定をし、当会に承認

されている場合は指定されている方

となります。

該当する番号に丸印をお願い

します。

ここでは〈例〉として、病気によ

る死亡共済金のご請求の場合

を記載しています。

記入例
（死亡共済金等のご請求）
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